
～国民年金の掛け金は忘れずに納めましょう～～国民年金の掛け金は忘れずに納めましょう～～国民年金の掛け金は忘れずに納めましょう～ =年金は世代と世代の支え合い=

　国民年金第１号被保険者の方や任意加入被保険者（60歳～65歳未満
の方や海外在住の方）には、将来、より多くの年金を受給することが
できる「付加年金」制度と公的な個人年金制度「国民年金基金」があ
ります。
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　現在、納めている定額保険料（月額１７，９２０円）と、付加保険料（月額４００円）を納付すると、老齢基
礎年金に上乗せされる形で付加年金が支給されます。支給される年金額は、「２００円×付加分を納付した月
数」で計算されます。
《例》付加分を３００月（２５年）納付したら…
　　　２００円×３００月＝年額６０，０００円　も年金額が増えます！
　納めた付加保険料（月額４００円）が年金額にして半分（２００円）の計算になるので、６５歳から年金を受
け取る場合、たった２年受給するだけで付加分の元が取れるわけです！もちろん、それ以後もずっと一生涯受給
しますので、付加分として払った以上の年金を受け取れる、とってもお得な制度なのです！

○「付加年金」制度とは？

　老齢基礎年金の上乗せ給付として、老後により充実した年金を受け取ることができる公的な個人年金です。
・その特徴は？
①掛金が全額「社会保険料控除」で、受取る年金額も「公的年金等控除」の対象です。
②受取る年金は、終身が基本で一生変動しません。
③万一の時はご遺族に一時金が支払われます。（遺族保証のないプランもあります。）
④掛金は、加入時の年齢で一定。お休みや増減もできます。
※付加年金とは違い、加入年齢やプランにより掛金が異なり、掛金も受給額も高額になります。

・加入方法は？
　加入したい・詳しいパンフレットがほしい・詳しい説明が聞きたい方は、全国国民年金基金
　（☎０１２０-６５-４１９２※平日９時～１７時）にお問い合わせください。
　ホームページもぜひご覧ください。（QRコード参照）
※簡易なパンフレットは役場町民課にも備え付けております。

加入方法は？
　付加保険料を納付したい方は、基礎年金番号又はマイナンバーがわかる物をお持ちになって、役場町民課で申
し込むか、ご自分でマイナポータル（署名用電子証明書が必要）から手続きができます。
　※納付申出をした日の月分から納付開始となりますので、ご希望の方は早めの手続きをお勧めします。

○「国民年金基金」とは？

・町民課戸籍医療年金係（TEL 2-2453）・函館年金事務所　国民年金課（TEL 0138-31-9086）お問い合わせ先

◎付加年金と国民年金基金は併用できないため、どちらかの加入となります◎

6月19日（金）20日（土）
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㈲カトウ　シューズ＆コスメチックきのした　㈲まるはな生花店
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